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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に備えられる複数のタイヤ（３）に取り付けられたタイヤ側装置（１）と、車体に
備えられた車体側システム（２）とを有する路面状態判別装置であって、
　前記タイヤ側装置は、
　前記タイヤの振動の大きさに応じた検出信号を出力する振動検出部（１０）と、
　前記検出信号の波形に現れる路面状態を示す路面データや前記車体側システムによる受
信強度測定に用いられる計測用データを生成し、さらに、前記検出信号の波形に基づいて
前記タイヤの中心に対して該タイヤ側装置が位置している角度である存在角度を推定する
と共に、前記存在角度に基づいて決められる送信タイミングで前記路面データの送信が行
われるようにする制御部（１１）と、
　前記路面データもしくは前記計測用データを送信する第１データ通信部（１２）と、を
備え、
　前記車体側システムは、
　前記タイヤ側装置と双方向通信を行い、前記第１データ通信部から送信された前記路面
データおよび前記計測用データを受信する第２データ通信部（２４）と、
　前記路面データに基づいて前記車両の走行路面の路面状態を判別する路面判別部（２５
ａ）と、
　前記計測用データの受信強度を測定する受信強度測定部（２５ｃ）と、
　前記タイヤの１回転中における前記計測用データの受信強度を記憶し、前記タイヤの１
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回転の中で前記計測用データの受信強度が高いときの前記存在角度を送信角度に設定し、
前記第２データ通信部を通じて、前記送信角度を示すデータを前記タイヤ側装置に送信す
る送信角度設定部（２５ｄ）と、を備え、
　前記制御部は、前記存在角度が前記送信角度になると、前記路面データを前記第１デー
タ通信部より送信する路面状態判別装置。
【請求項２】
　前記送信角度設定部は、前記タイヤの１回転の中で前記計測用データの受信強度が最も
高いときの前記存在角度を前記送信角度に設定する請求項１に記載の路面状態判別装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記計測用データに、該計測用データを送信させる際の前記存在角度の
データを含ませており、
　前記送信角度設定部は、前記タイヤの１回転の中で前記計測用データの受信強度が最も
高いときの前記計測用データに含まれる前記存在角度を前記送信角度に設定する請求項１
に記載の路面状態判別装置。
【請求項４】
　前記車体側システムは、任意のタイミングで前記タイヤ側装置に対して指示信号を送信
し、
　前記制御部は、前記指示信号をトリガーとして、前記計測用データが送信されるように
する請求項１ないし３のいずれか１つに記載の路面状態判別装置。
【請求項５】
　前記車体側システムは、前記車両の速度である車速に対応するデータである車速データ
を取得すると共に、前記第２データ通信部を通じて前記車速データを前記タイヤ側装置に
送信させる車速データ取得部（２５ｂ）を備え、前記第２データ通信部を通じて、前記車
速データを前記タイヤ側装置に送信し、
　前記制御部は、前記車速データと前記検出信号の波形に基づいて前記存在角度を推定す
る請求項１ないし４のいずれか１つに記載の路面状態判別装置。
【請求項６】
　前記制御部は、過去の前記検出信号の波形に基づいて前記タイヤが１回転するのに掛か
る時間を推定し、該推定した時間から車速を推定する車速推定部（１１ｄ）を有し、該車
速推定部で推定された車速と前記検出信号の波形に基づいて前記存在角度を推定する請求
項１ないし４のいずれか１つに記載の路面状態判別装置。
【請求項７】
　前記車体側システムは、前記送信角度が設定されてからも前記タイヤ側装置から送信さ
れてきた前記路面データを受信したときの受信強度を測定し、該測定した受信強度が低下
したことを判定すると、該受信強度が低下した前記路面データを送信してきた前記タイヤ
側装置に対して前記送信角度のリセットを指示することで、前記計測用データの送信を行
わせ、該計測用データの受信強度に基づいて前記送信角度の更新を行わせる更新判定部（
２５ｅ）を有している請求項１ないし６のいずれか１つに記載の路面状態判別装置。
【請求項８】
　前記車体側システムは、前記車両の周辺環境に関するデータを取得し、該車両の周辺に
前記送信角度の設定に影響を与えるものが存在していることを検知する周辺環境取得部（
２５ｆ）を備え、前記送信角度の設定に影響を与えるものの存在が検知されると前記送信
角度設定部による前記送信角度の設定が行われないようにする請求項１ないし７のいずれ
か１つに記載の路面状態判別装置。
【請求項９】
　車両に備えられる複数のタイヤ（３）に取り付けられたタイヤ側装置（１）と、車体に
備えられた車体側システム（２）とを有する路面状態判別装置であって、
　前記タイヤ側装置は、
　前記タイヤの振動の大きさに応じた検出信号を出力する振動検出部（１０）と、
　前記検出信号の波形に現れる路面状態を示す路面データを生成し、さらに、前記検出信
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号の波形に基づいて前記タイヤの中心に対して該タイヤ側装置が位置している角度である
存在角度を推定すると共に、前記存在角度に基づいて決められる送信タイミングで前記路
面データの送信が行われるようにする制御部（１１）と、
　前記路面データを送信する第１データ通信部（１２）と、を備え、
　前記車体側システムは、
　前記タイヤ側装置と双方向通信を行い、前記第１データ通信部から送信された前記路面
データを受信する第２データ通信部（２４）と、
　前記路面データに基づいて前記車両の走行路面の路面状態を判別する路面判別部（２５
ａ）と、
　前記タイヤ側装置による受信強度測定に用いられる計測用データを生成する計測用デー
タ生成部（２５ｇ）と、を備え、
　前記制御部は、前記計測用データの受信強度を測定する受信強度測定部（１１ｅ）と、
前記タイヤの１回転中における前記計測用データの受信強度を記憶し、前記タイヤの１回
転の中で前記計測用データの受信強度が高いときの前記存在角度を送信角度に設定する送
信角度設定部（１１ｆ）と、を有し、前記存在角度が前記送信角度になると、前記路面デ
ータを前記第１データ通信部より送信する路面状態判別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タイヤ側装置にてタイヤが受ける振動を検出すると共に、振動データに基づ
いて路面状態を示す路面データを作成して車体側システムに伝え、その路面データに基づ
いて路面状態を判別する路面状態判別装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、タイヤトレッドの裏面に加速度センサを備え、加速度センサにてタイヤに加
えられる振動を検出すると共に、その振動の検出結果に基づいて路面状態の判別を行う路
面状態判別装置がある。この路面状態判別装置では、加速度センサが検出したタイヤの振
動波形に基づいて路面状態に関するデータを作成し、各車輪それぞれのデータを車体側の
受信機などに伝えることで、路面状態の判別を行っている。
【０００３】
　このような路面状態判別装置では、タイヤ側に備えられる加速度センサなどを含むタイ
ヤ側装置から車体側に備えられる受信機などの車体側システムに対してデータ通信を行う
ことになる。このため、タイヤの中心に対してタイヤ側装置の位置している角度がデータ
通信の良好な角度となっているときに、タイヤ側装置からのデータ送信が行われるように
するのが好ましい。
【０００４】
　例えば、特許文献１に、タイヤ側に圧力センサ等が備えられ、車体側に受信機が備えら
れるタイヤ空気圧モニタ装置において、タイヤ１回転中において、圧力センサがタイヤの
中心に対して所定の角度となったときにデータ送信を行う技術が開示されている。この装
置では、タイヤが１回転する際に、タイヤ空気圧がピーク値となるタイミングでの圧力セ
ンサの角度を測定し、このタイミングから予め測定しておいたデータ通信が良好になると
きの圧力センサの角度となるまでの時間を計測する。そして、タイヤ空気圧がピーク値と
なるタイミングから一定の時間を置いて空気圧データが送信されるようにすることで、デ
ータ通信が良好に行われるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２４８７８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、データ通信環境の変化などによって、タイヤ側装置がタイヤのどの角度
に位置しているときにデータ通信が良好に行われるかが変化し得る。このため、単に、タ
イヤに対するタイヤ側装置の角度が予め測定しておいたデータ通信が良好になる角度とな
ったタイミングでデータ送信が行われるようにしただけでは、データ通信環境の変化に対
応することができない。
【０００７】
　本発明は上記点に鑑みて、データ通信環境の変化が生じたとしても、良好にタイヤ側装
置から車体側システムに対して路面データを伝えることができる路面状態判別装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の路面状態判別装置では、タイヤ側装置（１
）は、タイヤ（３）の振動の大きさに応じた検出信号を出力する振動検出部（１０）と、
検出信号の波形に現れる路面状態を示す路面データや車体側システムによる受信強度測定
に用いられる計測用データを生成し、さらに、検出信号の波形に基づいてタイヤの中心に
対して該タイヤ側装置が位置している角度である存在角度を推定すると共に、存在角度に
基づいて決められる送信タイミングで路面データの送信が行われるようにする制御部（１
１）と、路面データもしくは計測用データを送信する第１データ通信部（１２）と、を備
え、車体側システム（２）は、タイヤ側装置と双方向通信を行い、第１データ通信部から
送信された路面データおよび計測用データを受信する第２データ通信部（２４）と、路面
データに基づいて車両の走行路面の路面状態を判別する路面判別部（２５ａ）と、計測用
データの受信強度を測定する受信強度測定部（２５ｃ）と、タイヤの１回転中における計
測用データの受信強度を記憶し、タイヤの１回転の中で計測用データの受信強度が高いと
きの存在角度を送信角度に設定し、第２データ通信部を通じて、送信角度を示すデータを
タイヤ側装置に送信する送信角度設定部（２５ｄ）と、を備えた構成とされる。そして、
制御部は、存在角度が送信角度になると、路面データを第１データ通信部より送信する。
【０００９】
　このように、タイヤの１回転の中で計測用データの受信強度が高いときの存在角度が送
信角度に設定されるようにしている。そして、存在角度が送信角度となったときにタイヤ
側装置から路面データが送信されるようにしている。このため、車体側システムでの受信
強度が最大となる送信タイミングで路面データが送信されるようにでき、車体側システム
で路面データを的確に受信することが可能となる。よって、データ通信環境の変化が生じ
たとしても、良好にタイヤ側装置から車体側システムに対して路面データを伝えることが
できる。
【００１０】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係の一例を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態にかかる路面状態判別装置が適用されたタイヤシステムの車両搭載
状態でのブロック構成を示した図である。
【図２】タイヤ側装置および車体側システムの詳細を示したブロック図である。
【図３】タイヤ側装置が取り付けられたタイヤの断面模式図である。
【図４】タイヤ回転時における加速度取得部の出力電圧波形図である。
【図５】加速度取得部の検出信号を所定の時間幅Ｔの時間窓毎に区画した様子を示す図で
ある。
【図６】車体側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図７】タイヤ回転中の振動センサ部の検出信号とタイヤ側装置の角度の変化および計測
用データの受信強度の変化の様子を示したタイムチャートである。
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【図８】タイヤ側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図９】タイヤの今回の回転時の時間軸波形と１回転前のときの時間軸波形それぞれを所
定の時間幅Ｔの時間窓で分割した各区画での行列式Ｘｉ（ｒ）、Ｘｉ（ｓ）と距離Ｋｙｚ

との関係を示した図である。
【図１０】第２実施形態にかかるタイヤシステムに備えられるタイヤ側装置および車体側
システムの詳細を示したブロック図である。
【図１１】車体側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図１２】第３実施形態にかかるタイヤシステムに備えられるタイヤ側装置および車体側
システムの詳細を示したブロック図である。
【図１３】タイヤ側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図１４】第４実施形態にかかるタイヤシステムに備えられるタイヤ側装置および車体側
システムの詳細を示したブロック図である。
【図１５】車体側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図１６】タイヤ側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図１７】第５実施形態にかかるタイヤシステムに備えられるタイヤ側装置および車体側
システムの詳細を示したブロック図である。
【図１８】タイヤ側処理の詳細を示したフローチャートである。
【図１９】車体側処理の詳細を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、同一符号を付して説明を行う。
【００１３】
　（第１実施形態）
　図１～図９を参照して、本実施形態にかかる路面状態判別機能を有するタイヤシステム
１００について説明する。本実施形態にかかるタイヤシステム１００は、車両の各車輪に
備えられるタイヤの接地面に加わる振動に基づいて走行中の路面状態を判別すると共に、
路面状態に基づいて車両の危険性の報知や車両運動制御などを行うものである。
【００１４】
　図１および図２に示すようにタイヤシステム１００は、車輪側に設けられたタイヤ側装
置１と、車体側に備えられた各部を含む車体側システム２とを有する構成とされている。
車体側システム２としては、受信機２１、ブレーキ制御用の電子制御装置（以下、ブレー
キＥＣＵという）２２、報知装置２３などが備えられている。なお、このタイヤシステム
１００のうち路面状態判別機能を実現する部分が路面状態判別装置に相当する。本実施形
態の場合、タイヤ側装置１と車体側システム２のうちの受信機２１が路面状態判別装置を
構成している。
【００１５】
　本実施形態のタイヤシステム１００は、タイヤ側装置１よりタイヤ３が走行中の路面状
態に応じたデータ（以下、路面データという）を送信すると共に、受信機２１で路面デー
タを受信して路面状態の判別を行う。また、タイヤシステム１００は、受信機２１での路
面状態の判別結果を報知装置２３に伝え、報知装置２３より路面状態の判別結果を報知さ
せる。これにより、例えばドライ路やウェット路もしくは凍結路であることなど、路面状
態をドライバに伝えることが可能となり、滑り易い路面である場合にはドライバに警告す
ることも可能となる。また、タイヤシステム１００は、車両運動制御を行うブレーキＥＣ
Ｕ２２などに路面状態を伝えることで、危険を回避するための車両運動制御が行われるよ
うにする。例えば、凍結時には、ドライ路の場合と比較してブレーキ操作量に対して発生
させられる制動力が弱められるようにすることで、路面μが低いときに対応じた車両運動
制御となるようにする。具体的には、タイヤ側装置１および車体側システム２は、以下の
ように構成されている。
【００１６】
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　タイヤ側装置１は、図２に示すように、振動センサ部１０、制御部１１、データ通信部
１２および電源部１３を備えた構成とされ、図３に示されるように、タイヤ３のトレッド
３１の裏面側に設けられる。
【００１７】
　振動センサ部１０は、タイヤ３に加わる振動を検出するための振動検出部を構成するも
のである。例えば、振動センサ部１０は、加速度センサによって構成される。振動センサ
部１０が加速度センサとされる場合、振動センサ部１０は、タイヤ３が回転する際にタイ
ヤ側装置１が描く円軌道に対して接する方向、つまり図３中の矢印Ｘで示すタイヤ接線方
向の振動の大きさに応じた検出信号として、加速度の検出信号を出力する。より詳しくは
、振動センサ部１０は、矢印Ｘで示す二方向のうちの一方向を正、反対方向を負とする出
力電圧などを検出信号として発生させる。例えば、振動センサ部１０は、タイヤ３が１回
転するよりも短い周期に設定される所定のサンプリング周期ごとに加速度検出を行い、そ
れを検出信号として出力している。なお、振動センサ部１０の検出信号は、出力電圧もし
くは出力電流として表されるが、ここでは出力電圧として表される場合を例に挙げる。
【００１８】
　制御部１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えた周知のマイクロコンピュ
ータによって構成され、ＲＯＭなどに記憶されたプログラムに従って検出信号の信号処理
を行い、検出信号に現れる路面状態を示す路面データを生成する。そして、制御部１１は
、それらの処理を行う機能部として波形処理部１１ａ、位置推定部１１ｂおよび送信タイ
ミング生成部１１ｃを備えた構成とされている。
【００１９】
　波形処理部１１ａは、振動センサ部１０が出力する検出信号をタイヤ接線方向の振動デ
ータを表す検出信号として用いて、この検出信号が示す振動波形の波形処理を行うことで
、検出信号の生波形データや路面データを作成する。例えば、波形処理部１１ａは、所定
のサンプリング周期毎に振動センサ部１０の検出信号を入力し、波形処理を行っている。
本実施形態の場合、波形処理部１１ａは、タイヤ３の加速度（以下、タイヤＧという）の
検出信号を信号処理することでタイヤＧの特徴量を抽出し、この特徴量を含むデータを路
面データとしている。さらに、波形処理部１１ａは、作成した生波形データを位置推定部
１１ｂに伝えたり、路面データをデータ通信部１２に伝えたりしている。
【００２０】
　なお、後述するように、データ通信部１２からの路面データのデータ送信はタイヤ３が
複数回転する毎、例えば１０回転する毎に１回もしくは複数回の割合で行われる。このた
め、波形処理部１１ａは、タイヤ３の１回転毎にタイヤＧの特徴量の抽出を行っても良い
が、データ通信部１２からのデータ送信が行われるときのタイヤ３の回転時のみタイヤＧ
の特徴量を抽出するようにしても良い。また、ここでいう特徴量の詳細については後で説
明する。
【００２１】
　位置推定部１１ｂは、タイヤ側装置１の位置、具体的にはタイヤ３の中心に対するタイ
ヤ側装置１の位置している角度（以下、存在角度という）を推定する。位置推定部１１ｂ
は、波形処理部１１ａからサンプリング周期毎に伝えられる振動センサ部１０の検出信号
の生波形データと、後述するように、車体側システム２から伝えられる車速データに基づ
いて、存在角度を推定している。
【００２２】
　例えば、タイヤ回転時における振動センサ部１０の検出信号の出力電圧波形は、例えば
図４に示す波形となる。この図に示されるように、タイヤ３の回転に伴ってトレッド３１
のうち振動センサ部１０の配置箇所と対応する部分（以下、装置搭載位置という）が接地
し始めた接地開始時に、振動センサ部１０の出力電圧が極大値をとる。以下、この振動セ
ンサ部１０の出力電圧が極大値をとる接地開始時のピーク値を第１ピーク値という。さら
に、図４に示されるように、タイヤ３の回転に伴って装置搭載位置が接地していた状態か
ら接地しなくなる接地終了時に、振動センサ部１０の出力電圧が極小値をとる。以下、こ
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の振動センサ部１０の出力電圧が極小値をとる接地終了時のピーク値を第２ピーク値とい
う。
【００２３】
　振動センサ部１０の出力電圧が上記のようなタイミングでピーク値をとるのは、以下の
理由による。すなわち、タイヤ３の回転に伴って装置搭載位置が接地する際、振動センサ
部１０の近傍においてタイヤ３のうちそれまで略円筒面であった部分が押圧されて平面状
に変形する。このときの衝撃を受けることで、振動センサ部１０の出力電圧が第１ピーク
値をとる。また、タイヤ３の回転に伴って装置搭載位置が接地面から離れる際には、振動
センサ部１０の近傍においてタイヤ３は押圧が解放されて平面状から略円筒状に戻る。こ
のタイヤ３の形状が元に戻るときの衝撃を受けることで、振動センサ部１０の出力電圧が
第２ピーク値をとる。このようにして、振動センサ部１０の出力電圧が接地開始時と接地
終了時でそれぞれ第１、第２ピーク値をとるのである。また、タイヤ３が押圧される際の
衝撃の方向と、押圧から開放される際の衝撃の方向は逆方向であるため、出力電圧の符号
も逆方向となる。
【００２４】
　ここで、装置搭載位置が路面に接地した瞬間を「踏み込み領域」、路面から離れる瞬間
を「蹴り出し領域」とする。「踏み込み領域」には、第１ピーク値となるタイミングが含
まれ、「蹴り出し領域」には、第２ピーク値となるタイミングが含まれる。また、踏み込
み領域の前を「踏み込み前領域」、踏み込み領域から蹴り出し領域までの領域、つまり装
置搭載位置が接地中の領域を「蹴り出し前領域」、蹴り出し領域後を「蹴り出し後領域」
とする。このように、装置搭載位置が接地する期間およびその前後を５つの領域に区画す
ることができる。なお、図４中では、検出信号のうちの「踏み込み前領域」、「踏み込み
領域」、「蹴り出し前領域」、「蹴り出し領域」、「蹴り出し後領域」を順に５つの領域
Ｒ１～Ｒ５として示してある。
【００２５】
　このように、振動センサ部１０の検出信号の出力電圧波形は、装置搭載位置の接地開始
時や接地終了時にピーク値を取る。そして、タイヤ３が１回転するのに掛かる時間が車速
データから推定できることから、タイヤ振動を表す振動センサ部１０の検出信号と車速デ
ータに基づいて、タイヤ３の回転中に存在角度を推定できる。例えば、位置推定部１１ｂ
は、振動センサ部１０の検出信号が第１ピーク値もしくは第２ピーク値となったタイミン
グからの経過時間と、車速データから得られるタイヤ３が１回転するのに掛かる時間とか
ら、存在角度を推定する。
【００２６】
　なお、ここでは、存在角度を推定するのに、振動センサ部１０の検出信号の生波形デー
タを用いているが、生波形データに限らない。例えば、検出信号の振幅の大きさをＡ／Ｄ
変換したデジタル値を用いて、存在角度を推定しても良い。
【００２７】
　送信タイミング生成部１１ｃは、データ通信部１２からのデータ送信を制御するもので
、データ送信を行わせたいタイミングでデータ通信部１２に対して指示信号を出力するこ
とでデータ通信部１２からデータ通信が行われるようにする。具体的には、送信タイミン
グ生成部１１ｃは、路面データを送信させるときの角度（以下、この角度を送信角度とい
う）を検出し、位置推定部１１ｂで推定される存在角度が送信角度になると、データ通信
部１２に指示信号を送信する。送信角度については、車体側システム２から伝えられるよ
うになっており、データ通信部１２から車体側システム２へのデータ通信が良好に行える
と想定される角度に設定される。なお、この送信角度の設定方法については後述する。ま
た、以下の説明では、位置推定部１１ｂで推定される存在角度が送信角度になったタイミ
ングのことを送信角度タイミングという。
【００２８】
　なお、送信タイミング生成部１１ｃは、タイヤ３の１回転毎に送信角度タイミングを検
出してデータ通信部１２から路面データの送信を行わせることもできるが、タイヤ３の複
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数回転毎に１回もしくは複数回の割合でデータ送信を行わせれば良い。
【００２９】
　また、送信タイミング生成部１１ｃは、車体側システム２から送信角度に関するデータ
が伝えられる前のときには、タイヤ３が１回転する間、連続的に送信角度の計測用データ
を送信する。この計測用データに基づいて、車体側システム２において送信角度が設定さ
れるようになっている。計測用データは、一定の電波強度の信号として送信されるもので
あり、振動センサ部１０の検出信号の生波形データそのものであっても良いし、計測用の
ダミーデータであっても良い。本実施形態の場合、計測用データには、位置推定部１１ｂ
で推定されるサンプリング周期毎の存在角度のデータが含められ、計測用データが送信さ
れたタイミングでの存在角度が車体側システム２において把握できるようになっている。
【００３０】
　データ通信部１２は、第１データ通信部を構成する部分である。データ通信部１２は、
例えば、波形処理部１１ａから路面データが伝えられるとその路面データをストックして
おき、送信角度タイミングになったときに送信タイミング生成部１１ｃから指示信号が伝
えられると、そのタイミングで路面データの送信を行う。路面データについては、波形処
理部１１ａでタイヤ３が１回転する毎に生成されるのであれば最新のものに適宜更新され
てストックされるようになっており、最新のものが送信されるようになっている。
【００３１】
　なお、ここでは、波形処理部１１ａが路面データを生成すると、それをデータ通信部１
２に伝え、データ通信部１２でストックしておくようにしている。これに対して、波形処
理部１１ａで生成した路面データを送信タイミング生成部１１ｃに伝え、送信タイミング
生成部１１ｃで送信角度タイミングになったことを検出したときに、指示信号に代えて路
面データをデータ通信部１２に伝えるようにしても良い。さらに、波形処理部１１ａで路
面データをストックしておき、送信タイミング生成部１１ｃで送信角度タイミングになっ
たことを検出したときに、波形処理部１１ａからデータ通信部１２に伝えさせるようにし
ても良い。これらの場合、データ通信部１２は、路面データが送られてくるたびに、デー
タ送信を行うようにすれば良い。
【００３２】
　また、データ通信部１２は、送信タイミング生成部１１ｃから計測用データが伝えられ
ると、同時に、その計測用データを車体側システム２に向けて送信する。これにより、計
測用データが車体側システム２に伝えられる。このとき、計測用データがデータ通信部１
２に伝えられると同時に車体側システム２に伝えられている。また、計測用データには、
計測用データがデータ通信部１２に伝えられたタイミングでの存在角度のデータが含めら
れている。このため、計測用データが送信される各タイミングでのタイヤ側装置１の存在
角度は、計測用データに含まれる存在角度と同じになる。
【００３３】
　また、データ通信部１２は、双方向通信可能とされており、車体側システム２から送ら
れてくるデータを受信する役割も果たす。例えば、データ通信部１２は、車体側システム
２からの車速データや送信角度を示すデータである送信角度データを受信し、それを送信
タイミング生成部１１ｃに伝える。
【００３４】
　なお、データ通信部１２は、ここでは１つの構成として記載されているが、送信部と受
信部それぞれ別々に構成されたものであっても良い。また、双方向通信の形態については
、様々なものを適用することができ、ＢＬＥ（Bluetooth Low Energyの略）通信を含むブ
ルートゥース通信、wifiなどの無線LAN（Local Area Networkの略）、Sub-GHz通信、ウル
トラワイドバンド通信、ZigBeeなどを適用できる。なお、ブルートゥースは「登録商標」
である。
【００３５】
　電源部１３は、タイヤ側装置１の電源となるものであり、タイヤ側装置１に備えられる
各部への電力供給を行うことで、各部が作動させられるようにしている。電源部１３は、
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例えばボタン電池等の電池で構成される。タイヤ側装置１がタイヤ３内に備えられること
から、容易に電池交換を行うことができないため、消費電力の軽減を図ることが必要とな
っている。
【００３６】
　一方、車体側システム２を構成する受信機２１やブレーキＥＣＵ２２および報知装置２
３は、図示しないイグニッションスイッチなどの起動スイッチがオンされると駆動される
ものである。
【００３７】
　受信機２１は、図２に示すように、データ通信部２４と制御部２５とを有した構成とさ
れている。
【００３８】
　データ通信部２４は、第２データ通信部を構成するものであり、タイヤ側装置１のデー
タ通信部１２との間において双方向通信を行う。具体的には、データ通信部２４は、デー
タ通信部１２より送信された特徴量を含む路面データを受信し、制御部２５に伝える役割
を果たす。また、データ通信部２４は、後述するように、制御部２５から送られてくる車
速データや送信角度データを各タイヤ側装置１に送信する役割も果たす。なお、データ通
信部２４は、ここでは１つの構成として記載されているが、送信部と受信部それぞれ別々
に構成されたものであっても良い。
【００３９】
　制御部２５は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏなどを備えた周知のマイクロコンピュ
ータによって構成され、ＲＯＭなどに記憶されたプログラムに従って、路面状態の判別の
ための各種処理を実行する。具体的には、制御部２５は、各タイヤ側装置１の送信角度の
設定を行ったり、路面状態の判別を行ったりしており、路面判別部２５ａ、車速データ取
得部２５ｂ、受信強度測定部２５ｃおよび送信角度設定部２５ｄを有した構成とされてい
る。
【００４０】
　路面判別部２５ａは、タイヤ側装置１から送信されてくる路面データに基づいて路面状
態の判別を行う。具体的には、路面判別部２５ａは、サポートベクタを保存しており、制
御部１１から伝えられる路面データとサポートベクタとを比較することで路面状態の判別
を行っている。
【００４１】
　サポートベクタは、路面の種類ごとに記憶され、保存されている。サポートベクタは、
手本となる特徴量のことであり、例えばサポートベクタマシンを用いた学習によって得ら
れる。タイヤ側装置１を備えた車両を実験的に路面の種類別に走行させ、そのときに制御
部１１で抽出した特徴量を所定のタイヤ回転数分学習し、その中から典型的な特徴量を所
定数分抽出したものがサポートベクタとされる。例えば、路面の種類別に、１００万回転
分の特徴量を学習し、その中から１００回転分の典型的な特徴量を抽出したものをサポー
トベクタとしている。
【００４２】
　そして、路面判別部２５ａは、データ通信部２４が受信したタイヤ側装置１より送られ
てきた路面データに含まれる特徴量と、保存された路面の種類別のサポートベクタとを比
較することで、路面状態を判別する。例えば、今回受信した路面データに含まれる特徴量
を路面の種類別のサポートベクタと対比して、その特徴量が最も近いサポートベクタの路
面を現在の走行路面と判別している。
【００４３】
　また、路面判別部２５ａは、路面状態を判別すると、判別した路面状態を報知装置２３
に伝え、必要に応じて報知装置２３より路面状態をドライバに伝える。これにより、ドラ
イバは路面状態に対応した運転を心掛けるようになり、車両の危険性を回避することが可
能となる。例えば、報知装置２３を通じて判別された路面状態を常に表示するようにして
も良いし、判別された路面状態がウェット路や凍結路等のように運転をより慎重に行う必
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要があるときにのみ路面状態を表示してドライバに警告するようにしても良い。また、受
信機２１からブレーキＥＣＵ２２などの車両運動制御を実行するためのＥＣＵに対して路
面状態を伝えており、伝えられた路面状態に基づいて車両運動制御が実行されるようにし
ている。
【００４４】
　車速データ取得部２５ｂは、車速に対応するデータである車速データを取得し、それを
データ通信部２４に伝えることで、タイヤ側装置１に伝える役割を果たす。例えば、車速
データ取得部２５ｂは、車速が路面状態判別を必要とする所定速度、例えば２０ｋｍ／ｈ
以上になると、路面データの送信タイミング毎に車速データをデータ通信部２４に伝える
。車速データ取得部２５ｂは、車速そのものを示すデータを直接取得し、それを車速デー
タとしてデータ通信部２４に伝えても良いし、車速を算出するために必要なデータを取得
し、算出結果を車速データとしてデータ通信部２４に伝えても良い。例えば、ブレーキＥ
ＣＵ２２では、ブレーキ制御を行うために車速そのものを示すデータを扱っているため、
それを車速データとしてブレーキＥＣＵ２２から車速データ取得部２５ｂに伝えられるよ
うにすることができる。
【００４５】
　受信強度測定部２５ｃは、タイヤ側装置１から送信された計測用データを受信すると、
その受信強度を測定するものである。受信強度測定部２５ｃは、タイヤ３が１回転する間
、連続的に計測用データが送信されてくるため、その期間中、連続的に計測用データの受
信強度を測定し、その測定結果を計測用データと共に送信角度設定部２５ｄに伝えている
。
【００４６】
　送信角度設定部２５ｄは、受信強度測定部２５ｃから伝えられたタイヤ３の１回転中の
受信強度と計測用データに含まれるサンプリング周期毎の存在角度のデータとに基づいて
、送信角度を設定する。具体的には、送信角度設定部２５ｄは、タイヤ３の１回転中にお
いて、最も受信強度が高かったときを抽出し、そのときの計測用データに含まれていた存
在角度を送信角度として設定する。そして、送信角度設定部２５ｄは、設定した送信角度
に関するデータをデータ通信部２４に伝える。これにより、計測用データを送信してきた
タイヤ側装置１に対して、データ通信部２４から送信角度に関するデータを送信する。こ
のようにして、各タイヤ側装置１に対して送信角度を伝えることが可能となる。
【００４７】
　なお、車体側システム２においては、各タイヤ側装置１から計測用データがタイヤ３の
１回転中に連続的に送信されてくることになるため、各タイヤ側装置１からの送信が異な
ったタイミングで行われるようにするのが好ましい。例えば、タイヤ３が回転し始めてか
ら所定回転数だけ回転してから計測用データが送信されるようにしておき、その送信され
るときの回転数が各タイヤ側装置１でランダムに設定されるようにすれば良い。車体側シ
ステム２から各タイヤ側装置１に対して計測用データの送信を行わせる指示信号を送信さ
せ、各タイヤ側装置１から異なるタイミングで計測用データの送信が行われるようにして
も良い。
【００４８】
　ブレーキＥＣＵ２２は、様々なブレーキ制御を行う制動制御装置を構成するものであり
、ブレーキ液圧制御用のアクチュエータを駆動することで自動的にブレーキ液圧を発生さ
せ、ホイールシリンダを加圧して制動力を発生させる。また、ブレーキＥＣＵ２２は、各
車輪の制動力を独立して制御することもできる。このブレーキＥＣＵ２２により、受信機
２１から路面状態が伝えられると、それに基づいて車両運動制御として制動力の制御を行
っている。例えば、ブレーキＥＣＵ２２は、伝えられた路面状態が凍結路であることを示
していた場合、ドライ路面と比較して、ドライバによるブレーキ操作量に対して発生させ
る制動力を弱めるようにする。これにより、車輪スリップを抑制でき、車両の危険性を回
避することが可能となる。
【００４９】
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　報知装置２３は、例えばメータ表示器などで構成され、ドライバに対して路面状態を報
知する際に用いられる。報知装置２３をメータ表示器で構成する場合、ドライバが車両の
運転中に視認可能な場所に配置され、例えば車両におけるインストルメントパネル内に設
置される。メータ表示器は、受信機２１から路面状態が伝えられると、その路面状態が把
握できる態様で表示を行うことで、視覚的にドライバに対して路面状態を報知することが
できる。
【００５０】
　なお、報知装置２３をブザーや音声案内装置などで構成することもできる。その場合、
報知装置２３は、ブザー音や音声案内によって、聴覚的にドライバに対して路面状態を報
知することができる。また、視覚的な報知を行う報知装置２３としてメータ表示器を例に
挙げたが、ヘッドアップディスプレイなどの情報表示を行う表示器によって報知装置２３
を構成しても良い。
【００５１】
　このようにして、本実施形態にかかるタイヤシステム１００が構成されている。なお、
車体側システム２を構成する各部は、例えばＣＡＮ（Controller Area Networkの略）通
信などによる車内ＬＡＮ（Local Area Networkの略）を通じて接続されている。このため
、車内ＬＡＮを通じて各部が互いに情報伝達できるようになっている。
【００５２】
　次に、上記した制御部１１で抽出する特徴量の詳細について説明する。
【００５３】
　ここでいう特徴量とは、振動センサ部１０が取得したタイヤ３に加わる振動の特徴を示
す量であり、例えば特徴ベクトルとして表される。
【００５４】
　上記したように、振動センサ部１０の検出信号の出力電圧波形は、図４に示すような波
形となり、例えば図４中に示した各領域Ｒ１～Ｒ５に区画される。そして、路面状態に応
じて、区画した各領域でタイヤ３に生じる振動が変動し、振動センサ部１０の検出信号が
変化することから、各領域での振動センサ部１０の検出信号を周波数解析することで、車
両の走行路面における路面状態を検出する。例えば、圧雪路のような滑り易い路面状態で
は蹴り出し時の剪断力が低下するため、蹴り出し領域Ｒ４や蹴り出し後領域Ｒ５において
、１ｋＨｚ～４ｋＨｚ帯域から選択される帯域値が小さくなる。このように、路面状態に
応じて振動センサ部１０の検出信号の各周波数成分が変化することから、検出信号の周波
数解析に基づいて路面状態を判定することが可能になる。
【００５５】
　このため、波形処理部１１ａは、連続した時間軸波形となっているタイヤ３の１回転分
の振動センサ部１０の検出信号を、図５に示すように所定の時間幅Ｔの時間窓毎に複数の
区画に分割し、各区画で周波数解析を行うことで特徴量を抽出している。具体的には、各
区画で周波数解析を行うことで、各周波数帯域でのパワースペクトル値、つまり特定周波
数帯域の振動レベルを求め、このパワースペクトル値を特徴量としている。
【００５６】
　なお、時間幅Ｔの時間窓で分割された区画の数は車速に応じて、より詳しくはタイヤ３
の回転速度に応じて変動する値である。以下の説明では、タイヤ１回転分の区画数をｎ（
ただし、ｎは自然数）としている。
【００５７】
　例えば、各区画それぞれの検出信号を複数の特定周波数帯域のフィルタ、例えば０～１
ｋＨｚ、１～２ｋＨｚ、２～３ｋＨｚ、３～４ｋＨｚ、４～５ｋＨｚの５つのバンドパス
フィルタに通して得られたパワースペクトル値を特徴量としている。この特徴量は、特徴
ベクトルと呼ばれるもので、ある区画ｉ（ただし、ｉは１≦ｉ≦ｎの自然数）の特徴ベク
トルＸｉは、各特定周波数帯域のパワースペクトル値をａｉｋで示すと、これを要素とす
る行列として、次式のように表される。
【００５８】
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【数１】

　なお、パワースペクトル値ａｉｋにおけるｋは、特定周波数帯域の数、つまりバンドパ
スフィルタの数であり、上記のように０～５ｋＨｚの帯域を５つに分ける場合、ｋ＝１～
５となる。そして、全区画１～ｎの特徴ベクトルＸ１～Ｘｎを総括して示した行列式Ｘは
、次式となる。
【００５９】
【数２】

　この行列式Ｘがタイヤ１回転分の特徴量を表した式となる。制御部１１では、この行列
式Ｘで表される特徴量を振動センサ部１０の検出信号を周波数解析することによって抽出
している。
【００６０】
　続いて、本実施形態にかかるタイヤシステム１００の作動について説明する。
【００６１】
　まず、車両の起動スイッチがオンされると、車体側システム２の各部に電力供給が行わ
れ、受信機２１等が起動させられる。そして、受信機２１では、車速データ取得部２５ｂ
がブレーキＥＣＵ２２等より車速データを取得し、その車速データを所定のタイミングで
データ通信部２４に伝え、データ通信部２４を通じて各タイヤ側装置１に対して送信する
。そして、受信機２１の制御部２５は、路面判別部２５ａ、受信強度測定部２５ｃおよび
送信角度設定部２５ｄにおいて、所定の制御周期毎に図６に示す車体側処理を実行する。
【００６２】
　まず、ステップＳ１００では、制御部２５は、送信角度設定部２５ｄから送信角度デー
タが送信済みであるか否かを判定する。ここで、車両の起動スイッチがオンされた直後の
場合には、送信角度データを送信済みではないと判定され、ステップＳ１１０に進む。
【００６３】
　ステップＳ１１０では、制御部２５は、後述するように、各タイヤ側装置１から送られ
てくる存在角度のデータを含む計測用データを受信する。そして、ステップＳ１２０に進
み、制御部２５は、計測用データの受信強度を計測用データに含まれる存在角度のデータ
と対応づけて記憶する。この後、ステップＳ１３０に進み、タイヤ１回転分、各タイヤ側
装置１からの計測用データの受信を行ったか否かを判定し、タイヤ１回転分の計測用デー
タを受信するまでステップＳ１１０、Ｓ１２０の処理を繰り返す。これにより、制御部２
５には、存在角度毎の計測用データの受信強度がタイヤ１回転分記憶される。
【００６４】
　そして、タイヤ１回転分の計測用データを受信するとステップＳ１４０に進み、制御部
２５は、タイヤ１回転分受信した計測用データの受信強度が最大となるときの存在角度を
送信角度として設定する。例えば、図７に示すように、振動センサ部１０の検出信号がタ
イヤ１回転中、つまり装置搭載位置が接地して第１ピーク値や第２ピーク値を繰り返す期
間中に、装置搭載位置が変化し、これに伴って計測用データの受信強度も変化する。この
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ため、受信強度が最大となったタイミングを抽出し、受信強度が最大となったタイミング
の計測用データに含まれていた存在角度を送信角度として設定する。
【００６５】
　その後、ステップＳ１５０に進み、制御部２５は、計測用データを送信してきたタイヤ
側装置１に対して、ステップＳ１４０で設定された送信角度を示した送信角度データを送
信する。また、制御部２５は、例えば、送信角度設定部２５ｄに備えられた図示しない送
信済みフラグをセットする等により、送信角度データの送信を行ったことを履歴として記
憶する。
【００６６】
　一方、各タイヤ側装置１は、車両走行前にはスリープ状態となっているが、走行開始す
ると起動させられる。例えば、制御部１１は、振動センサ部１０の検出信号を入力し、検
出信号の波形が所定の閾値を超えることに基づいてタイヤ３の回転、つまり車両の走行を
検知してスリープされていた各機能を起動させる。そして、制御部１１は、波形処理部１
１ａ、位置推定部１１ｂおよび送信タイミング生成部１１ｃにおいて、所定の制御周期毎
に図８に示すデータ送信処理を実行する。
【００６７】
　まず、ステップＳ２００では、制御部１１は、波形処理部１１ａにおいて、振動センサ
部１０の検出信号を入力し、この検出信号を用いて生波形データや路面データの生成を行
う。
【００６８】
　路面データについては、波形処理部１１ａは、タイヤ３の１回転分における振動センサ
部１０の検出信号の時間軸波形を取得し、それに基づいて生成している。具体的には、波
形処理部１１ａは、取得した時間軸波形の検出信号を、所定の時間幅Ｔの時間窓毎に複数
の区画に分割する。その後、波形処理部１１ａは、分割した各区画で周波数解析を行い、
各周波数帯域でのパワースペクトル値を得ることでタイヤ１回転分の特徴量を算出し、こ
の特徴量のデータを含む路面データを生成している。そして、このようにして路面データ
が生成されると、それがデータ通信部１２に伝えられる。
【００６９】
　一方、生波形データについては、所定の制御周期毎に生成される。そして、生波形デー
タが生成される毎に、続くステップＳ２１０の処理に移行する。
【００７０】
　ステップＳ２１０では、制御部１１は、位置推定部１１ｂにおいて、車体側システム２
から伝えられた車速データと、波形処理部１１ａから伝えられた生波形データとに基づい
て存在角度を推定する。その後、ステップＳ２２０に進み、制御部１１は、送信タイミン
グ生成部１１ｃにて、車体側システム２から送信角度データを受け取っているか否かを判
定する。ここで、まだ送信角度データを受け取っていなければ否定判定され、ステップＳ
２３０に進む。そして、ステップＳ２３０において、制御部１１は、データ通信部１２を
通じて、車体側システム２へ、存在角度のデータを含めた計測用データを送信する。
【００７１】
　なお、少なくともタイヤ３が１回転するまでは、上記した図６のステップ１３０で否定
判定され、ステップＳ１５０での送信角度データの送信が行われず、ステップＳ２００～
Ｓ２３０の処理が繰り返されることになる。このため、波形処理部１１ａは、タイヤ３が
１回転するまでは計測用データを車体側システム２に対して送信し続ける。
【００７２】
　また、車体側システム２から送信角度データの送信が行われ、ステップＳ２２０で肯定
判定されると、ステップＳ２４０に進む。そして、制御部１１は、送信タイミング生成部
１１ｃにおいて、現在の存在角度が送信角度であるか否かを判定し、存在角度が送信角度
になるまでは、ステップＳ２００からの処理を繰り返す。これにより、波形処理部１１ａ
は、振動センサ部１０の検出信号の時間軸波形の取得処理をタイヤ３が１回転するまで継
続することになり、上記したように、タイヤ３の１回転分の検出信号に基づいて路面デー
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タを生成する。
【００７３】
　そして、ステップＳ２４０で肯定判定されると、ステップＳ２５０に進み、送信タイミ
ング生成部１１ｃは、データ通信部１２に対して指示信号を出力し、波形処理部１１ａか
ら伝えられた路面データを車体側システム２へ送信させる。このようにして、各タイヤ側
装置１の存在角度が送信角度となると、各タイヤ側装置１から車体側システム２に対して
路面データが送信される。
【００７４】
　なお、図８に示すタイヤ側処理を行う場合、存在角度が送信角度になる毎、つまりタイ
ヤ３が１回転する毎に路面データの送信が行われることになるが、タイヤ３が複数回転す
る毎に行われるようにしても良い。
【００７５】
　さらに、車体側システム２においては、上記したステップＳ１５０の送信角度データの
送信が完了すると、ステップＳ１００で肯定判定されることになる。このため、制御部２
５は、ステップＳ１６０に進み、存在角度が送信角度となったときにタイヤ側装置１から
送信された路面データを受信する。そして、ステップＳ１７０に進み、路面判別部２５ａ
において、受信した路面データに基づいて路面状態を判別する。具体的には、受信した路
面データに含まれる特徴量と、路面判別部２５ａに保存された路面の種類別のサポートベ
クタとを比較することで、路面状態を判別する。例えば、特徴量を路面の種類別の全サポ
ートベクタとの類似度を求め、最も類似度が高かったサポートベクタの路面を現在の走行
路面と判別している。
【００７６】
　例えば、特徴量を路面の種類別の全サポートベクタとの類似度の算出は、次のような手
法によって行うことができる。
【００７７】
　上記したように特徴量を表す行列式Ｘについて、特徴量の行列式をＸ（ｒ）、サポート
ベクタの行列式をＸ（ｓ）とし、それぞれの行列式の各要素となるパワースペクトル値ａ

ｉｋをａ（ｒ）ｉｋ，ａ（ｓ）ｉｋで表すとする。その場合、特徴量の行列式Ｘ（ｒ）と
サポートベクタの行列式Ｘ（ｓ）は、それぞれ次のように表される。
【００７８】
【数３】

【００７９】
【数４】

　類似度は、２つの行列式で示される特徴量とサポートベクタとの似ている度合いを示し
ており、類似度が高いほどより似ていることを意味している。本実施形態の場合、路面判
別部２５ａは、カーネル法を用いて類似度を求め、その類似度に基づいて路面状態を判別
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する。ここでは、特徴量の行列式Ｘ（ｒ）とサポートベクタの行列式Ｘ（ｓ）の内積、換
言すれば特徴空間内において所定の時間幅Ｔの時間窓毎で分割した区画同士の特徴ベクト
ルＸｉが示す座標間の距離を算出し、それを類似度として用いている。
【００８０】
　例えば、図９に示すように、振動センサ部１０の検出信号の時間軸波形について、今回
のタイヤ３の回転時の時間軸波形とサポートベクタの時間軸波形それぞれを所定の時間幅
Ｔの時間窓で各区画に分割する。図示例の場合、各時間軸波形を５つの区画に分割してい
るため、ｎ＝５となり、ｉは、１≦ｉ≦５で表される。ここで、図中に示したように、今
回のタイヤ３の回転時の各区画の特徴ベクトルＸｉをＸｉ（ｒ）、サポートベクタの各区
画の特徴ベクトルをＸｉ（ｓ）とする。その場合、各区画の特徴ベクトルＸｉが示す座標
間の距離Ｋｙｚについては、今回のタイヤ３の回転時の各区画の特徴ベクトルＸｉ（ｒ）
を含む横の升とサポートベクタの各区画の特徴ベクトルＸｉ（ｓ）を含む縦の升とが交差
する升のように示される。なお、距離Ｋｙｚについて、ｙはＸｉ（ｓ）におけるｉを書き
換えたものであり、ｚはＸｉ（ｒ）におけるｉを書き換えたものである。なお、実際には
、車速に応じて、今回のタイヤ３の回転時とサポートベクタとの区画数は異なったものと
なり得るが、ここでは等しくなる場合を例に挙げてある。
【００８１】
　本実施形態の場合、５つの特定周波数帯域に分けて特徴ベクトルを取得している。この
ため、時間軸と合わせた６次元空間において各区画の特徴ベクトルＸｉが表されることと
なり、区画同士の特徴ベクトルがＸｉ示す座標間の距離は、６次元空間における座標間の
距離となる。ただし、各区画の特徴ベクトルが示す座標間の距離については、特徴量とサ
ポートベクタとが似ているほど小さく、似ていないほど大きくなることから、当該距離が
小さいほど類似度が高く、距離が大きいほど類似度が低いことを示している。
【００８２】
　例えば、時分割によって区画１～ｎとされている場合、区画１同士の特徴ベクトルが示
す座標間の距離Ｋｙｚについては、次式で示される。
【００８３】
【数５】

　このようにして、時分割による区画同士の特徴ベクトルが示す座標間の距離Ｋｙｚを全
区画について求め、全区画分の距離Ｋｙｚの総和Ｋｔｏｔａｌを演算し、この総和Ｋｔｏ

ｔａｌを類似度に対応する値として用いている。そして、総和Ｋｔｏｔａｌを所定の閾値
Ｔｈと比較し、総和Ｋｔｏｔａｌが閾値Ｔｈよりも大きければ類似度が低く、総和Ｋｔｏ

ｔａｌが閾値Ｔｈよりも小さければ類似度が高いと判定する。そして、このような類似度
の算出を全サポートベクタに対して行い、最も類似度が高かったサポートベクタと対応す
る路面の種類が現在走行中の路面状態であると判別する。このようにして、路面状態判別
を行うことができる。
【００８４】
　なお、ここでは類似度に対応する値として各区画の特徴ベクトルが示す２つの座標間の
距離Ｋｙｚの総和Ｋｔｏｔａｌを用いているが、類似度を示すパラメータとして他のもの
を用いることもできる。例えば、類似度を示すパラメータとして、総和Ｋｔｏｔａｌを区
画数で割って求めた距離Ｋｙｚの平均値である平均距離Ｋａｖｅを用いたり、特許文献１
に示されているように、様々なカーネル関数を用いて類似度を求めることもできる。また
、特徴ベクトルのすべてを用いるのではなく、その中から類似度の低いパスを除いて類似
度の演算を行うようにしても良い。
【００８５】
　以上説明したようにして、本実施形態にかかるタイヤシステム１００により、車両の走
行路面の路面状態を判別することができる。そして、上記したように、存在角度が送信角
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度となったときにタイヤ側装置１から路面データが送信されるようにしている。このため
、受信機２１での受信強度が最大となる送信タイミングで路面データが送信されるように
でき、受信機２１で路面データを的確に受信することが可能となる。すなわち、データ通
信環境の変化が生じたとしても、良好にタイヤ側装置１から車体側システム２に対して路
面データを伝えることができる。
【００８６】
　なお、本実施形態で説明した送信角度の設定については、納車時に１回のみ実施される
ようにしても、車両製造時のデータ通信環境ではなく、その車両の実際のデータ通信環境
の変化に応じた送信角度の設定を行うことが可能になる。ただし、例えばイグニッション
スイッチがオン中の車両の一回の走行毎に、送信角度の設定が行われるようにすると、経
年変化等に伴うデータ通信環境の変化に応じて送信角度の設定を行うことが可能となる。
例えば、タイヤ側装置１において、振動センサ部１０の検出信号に基づいて車両が一定時
間以上停止して制御部１１がスリープ状態になると、設定した送信角度をリセットするよ
うにすれば、車両の一回の走行毎に送信角度の設定が行われるようにできる。
【００８７】
　（第２実施形態）
　第２実施形態について説明する。本実施形態は、第１実施形態に対して送信角度の更新
が行えるようにしたものであり、その他については第１実施形態と同様であるため、第１
実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
【００８８】
　図１０に示すように、本実施形態では、受信機２１の制御部２５に更新判定部２５ｅを
追加している。この更新判定部２５ｅにより、タイヤ側装置１からの路面データの送信タ
イミング、つまり送信角度の更新が行えるようにしている。具体的には、更新判定部２５
ｅは、送信角度を設定したときにタイヤ３の１回転中に計測用データの受信強度が最大と
なったときの受信強度（以下、最大受信強度という）を記憶している。そして、更新判定
部２５ｅは、受信強度測定部２５ｃにおいて、タイヤ側装置１から路面データを受信した
ときの受信強度を測定させ、測定した受信強度が最大受信強度から低下している場合に、
送信角度の更新を行う。例えば、更新判定部２５ｅは、最大受信強度に対して測定した受
信強度が所定値以上低下していた場合、もしくは、最大受信強度に対して所定の割合以下
まで測定した受信強度が低下していた場合に、送信角度の更新を行うようにしている。こ
のように送信角度の更新を行うことにより、一旦送信角度が設定された後に環境変化が生
じた場合にも、より適切な送信角度が設定されるようにすることができる。
【００８９】
　具体的には、本実施形態の場合、制御部２５は、図１１に示す車体側処理を実行するこ
とで送信角度の更新を行っている。なお、各タイヤ側装置１では、第１実施形態と同様、
制御部１１が図８に示すタイヤ側処理を実行することで、送信角度が設定される前には計
測用データの送信を行い、送信角度が設定されると路面データの送信を行うようになって
いる。
【００９０】
　まず、ステップＳ３００では、制御部２５は、送信角度設定部２５ｄから送信角度デー
タを送信済みであるか否かを判定する。ここでは、送信角度設定部２５ｄに備えられた図
示しない送信済みフラグが“１”となっていてセットされていれば、制御部２５は、送信
角度に関するデータが送信済みであると判定している。ここで、送信角度データが送信済
みでなければ、ステップＳ３１０～Ｓ３５０において、図６のステップＳ１１０～Ｓ１５
０と同様の処理を行うことで送信角度を設定すると共に、送信角度データを送信する。そ
れに加えて、ステップＳ３４０では、制御部２５は、タイヤ３の１回転中において最大と
なったときの受信強度を最大受信強度として記憶している。
【００９１】
　さらに、送信角度データが送信済みであれば、制御部２５は、ステップＳ３６０に進み
、路面データを受信すると共に受信強度測定部２５ｃにおいてその受信強度を測定する。
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そして、ステップＳ３７０に進み、路面判別部２５ａにおいて、ステップＳ１７０と同様
の手法によって受信した路面データに基づいて路面状態を判別したのち、ステップＳ３８
０に進む。
【００９２】
　ステップＳ３８０では、ステップＳ３６０で測定した受信強度を最大受信強度と比較し
て低下したか否かを判定する。そして、低下していなければステップＳ３７０の処理を繰
り返し、低下していればステップＳ３９０に進んで送信角度の送信済みフラグをリセット
して“０”にし、再びステップＳ３００からの処理が実行されるようにする。また、制御
部２５は、データ通信部２４を通じて、受信強度が低下したと判定されたタイヤ側装置１
に対して送信角度のリセットを指示する指示信号を送信する。
【００９３】
　これにより、受信強度が低下したと判定されたタイヤ側装置１では、図８のステップＳ
２２０で送信角度を車体側システム２から受信していないと判定され、ステップＳ２３０
に進んで計測用データの送信を行うことになる。したがって、制御部２５がステップＳ３
００～Ｓ３５０の各種処理を実行し、再び送信角度を設定することで送信角度の更新が行
われる。
【００９４】
　なお、送信角度の更新が行われるときにも、ステップＳ３４０において、制御部２５は
、タイヤ３の１回転中において最大となったときの受信強度を最大受信強度として記憶し
ている。このため、送信角度の更新後にも、路面データの受信強度が低下すると、改めて
送信角度の更新が行われることになり、より好ましい送信角度に更新されるようになって
いる。
【００９５】
　以上説明したように、本実施形態では、送信角度が設定された後にも、路面データの受
信強度が低下した場合に、送信角度が更新されるようにしている。これにより、より好ま
しい送信角度に更新されるようにすることが可能となり、データ通信環境の変化が生じた
としても、さらに良好にタイヤ側装置１から車体側システム２に対して路面データを伝え
ることができる。
【００９６】
　（第３実施形態）
　第３実施形態について説明する。本実施形態は、第１実施形態に対してタイヤ側装置１
において車速推定が行えるようにして車体側システム２から車速データ取得部２５ｂを無
くしたものであり、その他については第１実施形態と同様であるため、第１実施形態と異
なる部分についてのみ説明する。
【００９７】
　図１２に示すように、本実施形態では、タイヤ側装置１の制御部１１に車速推定部１１
ｄを備え、受信機２１の制御部２５から車速データ取得部２５ｂを無くしている。
【００９８】
　車速推定部１１ｄは、波形処理部１１ａから波形処理後の振動センサ部１０の検出信号
、例えば生波形データを受け取り、検出信号に基づいて車速を推定する。具体的には、車
速推定部１１ｄは、タイヤ側装置１が取り付けられたタイヤ３の円周の長さを記憶してお
り、円周の長さと生波形データに基づいて車速を推定する。振動センサ部１０の検出信号
は、図４に示すような時間軸波形となり、連続する第１ピーク値同士もしくは第２ピーク
値同士の時間間隔はタイヤ３が１回転するのに掛かる時間に相当する。このため、車速推
定部１１ｄは、タイヤ３の円周の長さと、過去の検出信号の波形から求めたタイヤ３が１
回転するのに掛かる時間とから車速を推定することができる。
【００９９】
　このように、車速推定部１１ｄにおいて車速を推定できることから、位置推定部１１ｂ
は、車速推定部１１ｄで推定された車速に基づいて、存在角度を推定することができる。
【０１００】
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　このように構成される本実施形態のタイヤシステム１００では、タイヤ側装置１の制御
部１１で図１３に示すタイヤ側処理を実行する。なお、車体側システム２については、第
１実施形態と同様、制御部２５が図６に示す車体側処理を実行することで、送信角度の送
信や路面データに基づく路面状態の判別を行うようになっている。
【０１０１】
　まず、ステップＳ４００では、図８のステップＳ２００と同様に、制御部１１は、振動
センサ部１０の検出信号を入力し、この検出信号を用いて生波形データや路面データの生
成を行う。そして、ステップＳ４０５において、制御部１１は、振動センサ部１０の検出
信号に基づいて、上記した手法により車速を推定する。その後、ステップＳ４１０～Ｓ４
５０において、図８のステップＳ２１０～Ｓ２５０と同様の処理を行う。
【０１０２】
　以上説明したように、本実施形態では、タイヤ側装置１において車速を推定している。
このようにしても、第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１０３】
　（第４実施形態）
　第４実施形態について説明する。本実施形態は、第１～第３実施形態に対して周辺環境
を加味して送信角度の設定が行えるようにしたものであり、その他については第１～第３
実施形態と同様であるため、第１～第３実施形態と異なる部分についてのみ説明する。な
お、ここでは、第１実施形態に対して周辺環境を加味した送信角度の設定を行えるように
した場合について説明するが、第２、第３実施形態に対しても適用可能である。
【０１０４】
　図１４に示すように、本実施形態では、受信機２１の制御部２５に周辺環境取得部２５
ｆを追加している。この周辺環境取得部２５ｆにより、車両の周辺環境に関するデータを
取得している。周辺環境取得部２５ｆは、車載カメラ、ミリ波レーダ、ソナーなどで構成
され、車両の周辺環境に関するデータを取得し、送信角度を設定する際に車両の周辺に何
らかの障害となり得るもの、例えば建物などの構造物や周辺車両などが存在していること
を検知する。例えば、周辺環境取得部２５ｆは、車両から障害となり得るものまでの距離
が所定の距離未満の場合に、障害となり得るものの存在を検知するようになっている。そ
して、周辺環境取得部２５ｆは、車両の周辺に障害となり得るものの存在を検知した場合
には、タイヤ側装置１からの計測用データの送信が行われないようにするか、制御部２５
での送信角度の設定が行われないようにする。
【０１０５】
　本実施形態の場合、周辺環境取得部２５ｆは、車両の周辺に障害となり得るものの存在
を検知した場合には、車体側システム２からタイヤ側装置１に対して計測用データの送信
指示を行わないようにし、検知されなかった場合に計測用データの送信指示を行う。この
ようにすることで、車両の周辺に障害となり得るものの存在が検知された場合に、タイヤ
側装置１からの計測用データの送信が行われないようにしている。
【０１０６】
　具体的には、本実施形態の場合、受信機２１の制御部２５は、図１５に示す車体側側処
理を実行し、タイヤ側装置１の制御部１１は、図１６に示すタイヤ側処理を実行する。
【０１０７】
　まず、図１５に示すように、制御部２５は、ステップＳ１００において、図６のステッ
プＳ１００と同じ処理を行ったのち、ステップＳ１０２において、周辺環境が良好である
か否かを判定する。この判定は、周辺環境取得部２５ｆの検知結果に基づいて行われる。
そして、周辺環境取得部２５ｆにて、車両の周辺に障害となり得るものの存在が検知され
ていない場合には、制御部２５は、ステップＳ１０４に進んで計測用データの送信指示を
出す。これにより、データ通信部２４を通じて各タイヤ側装置１に対して計測用データの
送信を指示する送信指示信号が出力される。一方、周辺環境取得部２５ｆにて、車両の周
辺に障害となり得るものの存在が検知されている場合には、制御部２５は、ステップＳ１
０４に進まず、ステップＳ１００からの処理を繰り返す。したがって、この場合には、車
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体側システム２から各タイヤ側装置１に対して計測用データの送信指示信号が伝えられな
いことになる。
【０１０８】
　一方、図１６に示すように、制御部１１は、ステップＳ２００～Ｓ２２０において、図
８のステップＳ２００～Ｓ２２０と同じ処理を行う。そして、ステップＳ２２０で否定判
定された場合には、ステップＳ２２２に進み、送信指示信号を受信しているか否かを判定
する。
【０１０９】
　ここで、上記した図１５のステップＳ１０４での計測用データの送信指示に基づいて送
信指示信号が各タイヤ側装置１に対して送信されていれば、ステップＳ２２２で肯定判定
されてステップＳ２３０の処理が実行される。これにより、データ通信部１２を通じて、
車体側システム２へ、存在角度のデータを含めた計測用データが送信されるため、車体側
システム２において、計測用データに基づく送信角度の設定が行われることになる。これ
に対して、送信指示信号が各タイヤ側装置１に対して送信されていなければ、ステップＳ
２２２で否定判定されてステップＳ２３０に進むこと無く処理が終了となる。このため、
計測用データが送信されず、車体側システム２での送信角度の設定が行われないようにで
きる。
【０１１０】
　なお、制御部２５については、図１５のステップＳ１１０～Ｓ１７０に示すように、計
測用データの送信指示信号を出してからは、図６のステップＳ１１０～Ｓ１７０と同じ作
動を行う。また、制御部１１については、計測用データの送信を行ってからは、車体側シ
ステム２から送信角度データが送られてくることから、図１６のステップＳ２２０で肯定
判定されることになる。したがって、その後は、制御部１１は、ステップＳ２４０、Ｓ２
５０において、図８のステップＳ２４０、２５０と同じ作動を行う。
【０１１１】
　以上説明したように、周辺環境取得部２５ｆによって車両の周辺環境に関するデータを
取得し、車両の周辺に何らかの障害となり得るものが存在しているときには、送信角度の
設定が行われないようにしている。すなわち、マルチパスの影響などが懸念されるときに
は送信角度の設定が行われず、マルチパスの影響などが懸念されないときに送信角度が設
定されるようにできる。これにより、不適切な送信角度が設定されてしまうことを抑制す
ることができ、第１実施形態と同様の効果を得ることが可能となる。
【０１１２】
　（第５実施形態）
　第５実施形態について説明する。本実施形態は、第１～第４実施形態に対して、送信角
度の設定を各タイヤ側装置１で行うようにしたものである。本実施形態のその他の部分に
ついては第１～第４実施形態と同様であるため、第１～第４実施形態と異なる部分につい
てのみ説明する。
【０１１３】
　図１７に示すように、本実施形態では、第１実施形態に対して、タイヤ側装置１の制御
部１１に受信強度測定部１１ｅおよび送信角度設定部１１ｆを備え、受信機２１の制御部
２５に計測用データ生成部２５ｇを備えている。そして、本実施形態では、第１実施形態
に対して、受信機２１の制御部２５から受信強度測定部２５ｃおよび送信角度設定部２５
ｄを無くしている。
【０１１４】
　計測用データ生成部２５ｇは、各タイヤ側装置１に対して送信するための計測用データ
を生成するものである。計測用データについては、一定の電波強度の信号であればどのよ
うなものであっても良く、例えばダミーデータなどを用いることができる。本実施形態の
場合、受信機２１で各タイヤ側装置１からの計測用データの送信要求が受信されると、計
測用データ生成部２５ｇが計測用データを生成し、データ通信部２４を介して、送信要求
をしてきたタイヤ側装置１に対して送信するようになっている。
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【０１１５】
　受信強度測定部１１ｅは、車体側システム２から送信された計測用データを受信すると
、その受信強度を測定するものである。受信強度測定部１１ｅは、計測用データを連続的
に受信して受信強度を測定し、その測定結果を送信角度設定部１１ｆに伝えている。
【０１１６】
　送信角度設定部１１ｆは、受信強度測定部１１ｅから伝えられた受信強度と計測用デー
タに含まれるサンプリング周期毎の存在角度のデータとに基づいて、送信角度を設定する
。具体的には、送信角度設定部１１ｆは、位置推定部１１ｂで推定される存在角度と受信
強度測定部１１ｅで測定した受信強度を対応づけて記憶し、タイヤ１回転分の受信強度の
中で最も受信強度が高かったときを抽出する。そして、送信角度設定部１１ｆは、最も受
信強度が高かったときの存在角度を送信角度として設定する。また、送信角度設定部１１
ｆは、設定した送信角度に関するデータを送信タイミング生成部１１ｃに伝える。これに
より、送信タイミング生成部１１ｃにて、存在角度が送信角度になったことを検知するこ
とが可能となる。
【０１１７】
　また、送信角度設定部１１ｆは、送信角度を設定すると、送信角度を設定したことを示
す送信角度設定済みの通知信号を出力し、データ通信部１２を介して車体側システム２に
送信する。これが、受信機２１で受信されて、計測用データ生成部２５ｇによる計測用デ
ータの生成が停止されるようになっている。
【０１１８】
　なお、送信角度設定部１１ｆは、例えば車両が停止して制御部１１がスリープ状態にな
ると、設定した送信角度をリセットし、送信角度が設定済みでは無いと判定する。そして
、送信角度設定部１１ｆは、送信角度が設定済みでは無いと判定した場合、データ通信部
１２を介して車体側システム２に対して計測用データの送信要求を出すようになっている
。
【０１１９】
　具体的には、本実施形態の場合、各タイヤ側装置１では、制御部１１が図１８に示すタ
イヤ側処理を実行し、車体側システム２では、制御部２５が図１９に示す車体側処理を実
行する。
【０１２０】
　まず、図１８に示すように、ステップＳ５００では、図８のステップＳ２００と同様に
、制御部１１は、振動センサ部１０の検出信号を入力し、この検出信号を用いて生波形デ
ータや路面データの生成を行う。また、ステップＳ５０５において、制御部１１は、ステ
ップＳ２１０と同様に、存在角度を推定する。この後、ステップＳ５１０に進み、制御部
１１は、送信角度が設定済みか否かを判定する。ここで、車両の起動スイッチがオンされ
た直後などのように、車両が走行を開始して直ぐの場合には、まだ送信角度設定部１１ｆ
での送信角度の設定が行われていないため、ステップＳ５１０で否定判定されてステップ
Ｓ５１５に進む。これにより、制御部１１は、計測用データの送信要求を出す。
【０１２１】
　一方、図１９に示すように、制御部２５は、ステップＳ６００において計測用データの
送信要求があったか否かを判定する。上記した図１８のステップＳ５１５の処理に基づい
て、測用データの送信要求が出されていた場合には、ステップＳ６１０に進み、制御部２
５は、データ通信部２４から計測用データを送信させる。
【０１２２】
　また、タイヤ側装置１では、制御部１１は、ステップＳ５１５の処理を行ったのちにス
テップＳ５２０に進み、計測用データを受信する。そして、ステップＳ５２５に進み、制
御部１１は、計測用データの受信強度を測定し、ステップＳ５０５で推定された存在角度
のデータと対応づけて記憶する。この後、ステップＳ５３０に進み、制御部１１は、ステ
ップＳ５０５で推定された存在角度に基づいて、タイヤ１回転分の計測用データの受信を
行ったか否かを判定し、タイヤ１回転分の計測用データを受信するまで上記各処理を繰り



(21) JP 6907965 B2 2021.7.21

10

20

30

40

50

返す。これにより、制御部１１には、存在角度毎の計測用データの受信強度がタイヤ３の
１回転分記憶される。
【０１２３】
　そして、タイヤ１回転分の計測用データが受信されると、ステップＳ５３５に進み、制
御部１１は、タイヤ１回転分受信した計測用データの受信強度が最大となるときの存在角
度を送信角度として設定する。さらに、ステップＳ５４０に進み、制御部１１は、データ
通信部１２より車体側システム２に対して送信角度設定済みの通知信号を送信させる。
【０１２４】
　この後は、ステップＳ５１０において肯定判定されるため、ステップＳ５４５に進む。
そして、制御部１１は、ステップＳ５４５、Ｓ５５０において、図８のステップＳ２４０
、Ｓ２５０と同様の処理を行うことで、存在角度が送信角度になったときに路面データを
送信する。
【０１２５】
　また、車体側システム２においては、送信角度設定済みの通知信号が送信されると、図
１９のステップＳ６１０において肯定判定される。そして、ステップＳ６３０、Ｓ６４０
において、図６のステップＳ１６０、Ｓ１７０と同様の処理を行うことで、路面状態を判
別する。
【０１２６】
　以上説明したように、車体側システム２から計測用データを送信し、タイヤ側装置１に
て送信角度を設定することもできる。このようにしても、第１実施形態と同様の効果を得
ることができる。
【０１２７】
　（他の実施形態）
　本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した範囲
内において適宜変更が可能である。
【０１２８】
　（１）例えば、上記各実施形態では、計測用データとして、サンプリング周期毎の存在
角度のデータが含まれたものを用いているが、生波形データなどを用いることもできる。
生波形データを用いる場合には、車体側システム２において、生波形データが示す検出信
号の時間軸波形を、存在角度を示すデータとして用いて、車体側システム２において存在
角度を推定することもできる。そして、受信強度が最も大きくなったときの存在角度を送
信角度として、各タイヤ側装置１に送信角度データを伝えるようにしても良い。
【０１２９】
　（２）また、車体側システム２からの信号の送信タイミングに基づいて、タイヤ側装置
１が送信角度を把握することもできる。例えば、車体側システム２において、タイヤ１回
転中に計測用データの受信強度が最大なったタイミングを記憶し、その次の回転時に、前
の回転時に記憶した受信強度が最大となったタイミングで車体側システム２からタイヤ側
装置１にその旨の通知信号を送る。このようにすれば、タイヤ側装置１は、車体側システ
ム２から受信強度が最大となったタイミングを示す通知信号を受け取ったときの存在角度
を送信角度として認識することができる。
【０１３０】
　なお、車速データ取得部２５ｂで車速を把握でき、それに基づいてタイヤ３の回転速度
が分かり、存在角度も把握できる。したがって、車体側システム２から通知信号を送ると
きには、タイヤ側装置１から計測用データを送信していてもしていなくても、車体側シス
テム２で存在角度を把握できる。
【０１３１】
　（３）また、上記各実施形態では、車速データ取得部２５ｂで取得した車速データをタ
イヤ側装置１に送り、車速と振動センサ部１０の検出信号に基づいて存在角度の推定が行
われている。しかしながら、車速を用いることなく、振動センサ部１０の検出信号に基づ
いて存在角度の推定が行われるようにすることもできる。例えば、前回のタイヤ１回転分
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の振動センサ部１０の検出信号など、過去の検出信号の時間軸波形からタイヤ１回転に掛
かる時間を推定し、第１ピーク値や第２ピーク値からの経過時間などに基づいて、存在角
度の推定が行われるようにしても良い。
【０１３２】
　（４）また、上記各実施形態では、タイヤ１回転中における計測用データの受信強度が
最も高くなる存在角度を送信角度としているが、必ずしも最も高くなる角度で無くても良
い。例えば、受信強度に閾値を設けておき、閾値よりも大きな受信強度となった存在角度
を送信角度に設定すれば良い。この条件を満たす存在角度が複数ある場合には、任意の存
在角度を送信角度に設定すれば良いが、その中で受信角度が最大のものを送信角度に設定
するのが好ましい。
【０１３３】
　（５）また、上記第２実施形態では、車体側システム２からの指示信号に基づいて送信
角度の設定を行う場合の一例として、最大受信強度に対して路面データの受信強度が低下
した場合を例に挙げた。しかしながら、これは一例を示したに過ぎず、車体側システム２
から任意のタイミングで指示信号を各タイヤ側装置１に伝え、指示信号をトリガーとして
各タイヤ側装置１から送信角度の設定のための計測用データの送信が行われるようにして
も良い。
【０１３４】
　（６）また、上記実施形態では、振動センサ部１０を加速度センサによって構成する場
合を例示したが、他の振動検出を行うことができる素子、例えば圧電素子などによって振
動センサ部１０を構成することもできる。
【０１３５】
　（７）また、上記実施形態では、タイヤ側装置１から振動センサ部１０の検出信号に現
れる路面状態を示す路面データとして、特徴量を含むデータを用いている。しかしながら
、これも一例を示したに過ぎず、他のデータを路面データとして用いても良い。例えば、
タイヤ３の１回転中の振動データに含まれる５つの領域Ｒ１～Ｒ５それぞれの振動波形の
積分値データを路面データとして良いし、検出信号そのものの生データを路面データとし
ても良い。
【０１３６】
　（７）また、上記各実施形態では、車体側システム２に備えられる受信機２１の路面判
別部２５ａによって特徴量とサポートベクタとの類似度を求めて路面状態の判別を行って
いる。
【０１３７】
　しかしながら、これも一例を示したに過ぎず、車体側システム２のいずれかの場所、例
えばブレーキＥＣＵ２２などのような他のＥＣＵによって類似度を求めたり、路面状態の
判別を行ったり、指示信号の送信を行うようにしても良い。また、タイヤ側装置１にサポ
ートベクタを記憶しておき、タイヤ側装置１で路面状態の判別を行えるようにし、路面状
態の判別結果を示すデータを路面データとして、車体側システム２に送るようにしても良
い。
【符号の説明】
【０１３８】
　１　　　　　　タイヤ側装置
　２　　　　　　車体側システム
　１０　　　　　振動センサ部
　１１、２５　　制御部
　１１ａ　　　　波形処理部
　１１ｂ　　　　位置推定部
　１１ｃ　　　　送信タイミング生成部
　１２、２４　　データ通信部
　２１　　　　　受信機
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　２５ａ　　　　路面判別部

【図１】 【図２】
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